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都
市
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局
都
市
づ
く
り
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策
部
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地
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用
計
画
課
）…
六

規

則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
八
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
五
の
五
第
二
項
第
四
号
中
「
、
同
表
備
考
三
㈠
本
文
に
よ
り
」
を
「
別
表
第
一
の
五
備

考
三
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
同
表
三
の
項
の
表
ニ
の
欄
に
お
け
る
住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
（
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
除
く
。
）
の
値
は
別
表
第
一
の
五
備
考
四
本
文
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
五

三
の
項
及
び
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

中
小
規
模
特
定
建
築
物
（
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

性
能
基
準

基
準

区
分

イ

建
築
物

省
エ
ネ
法

第
二
十
一

条
第
一
項

に
規
定
す

る
特
定
一

戸
建
て
住

宅
建
築
主

が
新
築
す

る
同
項
に

規
定
す
る

分
譲
型
一

戸
建
て
規

格
住
宅
の

用
途
に
供

す
る
も
の

ロ

建
築
物

省
エ
ネ
法

第
二
十
四

条
第
一
項

に
規
定
す

る
特
定
一

戸
建
て
住

宅
建
設
工

事
業
者
が

新
た
に
建

設
す
る
同

項
に
規
定

す
る
請
負

型
一
戸
建

て
規
格
住

宅
の
用
途

に
供
す
る

も
の

ハ

建
築
物

省
エ
ネ
法

第
二
十
四

条
第
二
項

に
規
定
す

る
特
定
共

同
住
宅
等

建
設
工
事

業
者
が
新

た
に
建
設

す
る
長
屋

又
は
共
同

住
宅
の
用

途
に
供
す

る
部
分

ニ

建
築
物

省
エ
ネ
法

第
二
十
一

条
第
二
項

に
規
定
す

る
特
定
共

同
住
宅
等

建
築
主
が

新
築
す
る

長
屋
又
は

共
同
住
宅

の
用
途
に

供
す
る
部

分

ホ

第
九
条

の
二
第
一

項
第
一
号

に
規
定
す

る
用
途
に

供
す
る
部

分
（
イ
か

ら
ニ
ま
で

に
規
定
す

る
も
の
を

除
く
。
）

建
築
物
の
熱
負

荷
の
低
減
に
関

す
る
基
準

外
皮
平
均
熱
貫
流
率
が
〇
・
八
七
以
下
（
地

域
区
分
四
に
お
け
る
中
小
規
模
特
定
建
築
物

に
つ
い
て
は
〇
・
七
五
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

外
皮
平
均
熱

貫
流
率
が
〇

・
六
〇
以
下

で
あ
る
こ
と
。

外
皮
平
均
熱

貫
流
率
が
〇

・
八
七
以
下

（
地
域
区
分

四
に
お
け
る

中
小
規
模
特

定
建
築
物
に

つ
い
て
は
〇

・
七
五
以
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下
）
で
あ
る

こ
と
又
は
住

宅
仕
様
基
準

第
一
項
⑴
、

⑵
及
び
⑶
イ

に
適
合
す
る

こ
と
。

設
備
シ
ス
テ
ム

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
の
低
減
に

関
す
る
基
準

住
宅
用
途
Ｂ

Ｅ
Ｉ
が
〇
・

八
五
以
下
で

あ
る
こ
と
。

住
宅
用
途
Ｂ

Ｅ
Ｉ
が
〇
・

八
以
下
で
あ

る
こ
と
。

住
宅
用
途
Ｂ

Ｅ
Ｉ
が
〇
・

九
以
下
で
あ

る
こ
と
。

住
宅
用
途
Ｂ

Ｅ
Ｉ
（
再
生

可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
除

く
。
）
が
〇

・
八
以
下
で

あ
る
こ
と
。

住
宅
用
途
Ｂ

Ｅ
Ｉ
が
一
・

〇
以
下
で
あ

る
こ
と
又
は

住
宅
仕
様
基

準
第
二
項
に

適
合
す
る
こ

と
。

四

中
小
規
模
特
定
建
築
物
（
住
宅
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
性
能
基
準

基
準

区
分

イ

第
九
条
の
二
第

一
項
第
二
号
、
第

三
号
、
第
五
号
及

び
第
六
号
に
規
定

す
る
用
途
に
供
す

る
部
分

ロ

第
九
条
の
二
第

一
項
第
四
号
、
第

七
号
及
び
第
八
号

に
規
定
す
る
用
途

に
供
す
る
部
分

ハ

第
九
条
の
二
第

一
項
第
九
号
に
規

定
す
る
用
途
に
供

す
る
部
分

建
築
物
の
熱
負
荷
の
低

減
に
関
す
る
基
準

Ｂ
Ｐ
Ｉ
が
一
・
〇
以

下
で
あ
る
こ
と
。

Ｂ
Ｐ
Ｉ
が
一
・
〇
以

下
で
あ
る
こ
と
。

－

設
備
シ
ス
テ
ム
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
の
低
減
に

関
す
る
基
準

非
住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ

が
一
・
〇
（
当
該
中

小
規
模
特
定
建
築
物

の
延
べ
面
積
が
三
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
場
合
は
〇
・

八
）
以
下
で
あ
る
こ

と
。

非
住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ

が
一
・
〇
（
当
該
中

小
規
模
特
定
建
築
物

の
延
べ
面
積
が
三
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
場
合
は
〇
・

八
五
）
以
下
で
あ
る

こ
と
。

非
住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ

が
一
・
〇
（
当
該
中

小
規
模
特
定
建
築
物

の
延
べ
面
積
が
三
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
場
合
は
〇
・

七
五
）
以
下
で
あ
る

こ
と
。

別
表
第
一
の
五
備
考
二
及
び
備
考
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

外
皮
平
均
熱
貫
流
率
と
は
、
建
築
物
（
特
定
建
築
物
に
お
け
る
増
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
増

築
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
単
位
住
戸
（
住
宅
部
分
の
一
の
住
戸
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
内
外
の
温
度
差
一
度
当
た
り
の
総
熱
損
失
量
（
換
気
に
よ
る
熱
損
失
量
を
除
く
。
）

を
当
該
単
位
住
戸
の
外
皮
（
外
気
等
（
外
気
又
は
外
気
に
通
じ
る
床
裏
、
小
屋
裏
、
天
井
裏
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
を
い
う
。
）
に
接
す
る
天
井
（
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
が

外
気
に
通
じ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
、
壁
、
床
及
び
開
口
部
並
び
に
当
該
単
位

住
戸
以
外
の
建
築
物
の
部
分
に
接
す
る
部
分
を
い
う
。
）
の
面
積
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。

三

住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
と
は
、
建
築
物
（
一
の
項
の
表
の
適
用
に
お
い
て
は
、
共
用
部
分
を
含

む
。
）
の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る

省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
。
以
下
「
基
準
省
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
基
準
省
令
第
四
条
中
EM
を
加
え

る
部
分
を
除
い
て
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
基
準
一
次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
基
準
省

令
第
五
条
中
EM
を
加
え
る
部
分
を
除
い
て
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
た
だ
し
、
三
の
項
の
表
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
欄
に
お
け
る
住

宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
は
、
特
定
供
給
事
業
者
が
、
一
年
間
に
都
内
に
お
い
て
新
た
に
建
設
し
、
又
は

新
築
す
る
同
表
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
欄
に
掲
げ
る
各
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
係
る
設
計
一
次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
を
当
該
建
築
物
に
係
る
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
で
除

し
て
得
た
値
と
す
る
。

別
表
第
一
の
五
備
考
六
中
「
二
の
項
」
の
下
に
「
又
は
四
の
項
」
を
加
え
、
「
特
定
建
築
物
を
同

表
」
を
「
特
定
建
築
物
又
は
中
小
規
模
特
定
建
築
物
（
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
の
延
べ
面
積
が
三

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
㈡
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
こ
れ
ら
の
表
」
に
改
め
、
同

表
備
考
六
㈡
中
「
特
定
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
中
小
規
模
特
定
建
築
物
」
を
加
え
、
同
表
備
考
六
を

同
表
備
考
七
と
し
、
同
表
備
考
五
を
同
表
備
考
六
と
し
、
同
表
備
考
四
を
同
表
備
考
五
と
し
、
同
表
備

考
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
。
）
と
は
、
建
築
物
の
誘
導
設
計
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
基
準
省
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
基

準
省
令
第
十
三
条
中
EM
を
加
え
る
部
分
を
除
い
て
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
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い
て
同
じ
。
）
を
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
基

準
省
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
も
の
を
い

い
、
基
準
省
令
第
十
四
条
中
〇
・
八
を
乗
じ
る
部
分
及
び
EM

を
加
え
る
部
分
を
除
い
て
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
た
だ

し
、
三
の
項
の
表
ニ
の
欄
に
お
け
る
住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
（
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
。
）
は
、
特
定
供
給
事
業
者
が
、

一
年
間
に
都
内
に
お
い
て
新
た
に
建
設
し
、
又
は
新
築
す
る

同
表
ニ
の
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
係
る
誘
導

設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
を
、
当
該
建
築
物
に

係
る
誘
導
基
準
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
合
計
で
除
し
て

得
た
値
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
九
号

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
百
一
号
（
東
京
都
震
災
対
策
条
例

に
よ
る
救
出
及
び
救
助
の
活
動
拠
点
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
一

救
出
及
び
救
助
の
活
動
拠
点
（
救
出
・
救
助
部
隊
の
活
動
拠
点
）

名

称

所
在
地

白
髭
東
地
区
及
び
汐
入

公
園
（
空
地
）

墨
田
区
堤
通
二
丁
目
地
内

東
京
都
立
木
場
公
園

（
多
目
的
広
場
）

江
東
区
平
野
四
丁
目
地
内

東
京
都
立
駒
沢
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
公
園
（
陸
上
競

技
場
）

目
黒
区
東
が
丘
二
丁
目
及
び
世
田

谷
区
駒
沢
公
園
各
地
内

東
京
都
立
砧
公
園
（
野

球
場
）

世
田
谷
区
砧
公
園
地
内

東
京
都
立
代
々
木
公
園

（
陸
上
競
技
場
）

渋
谷
区
神
南
二
丁
目
地
内

東
京
都
立
和
田
堀
公
園

（
競
技
場
）

杉
並
区
大
宮
二
丁
目
地
内

東
京
都
立
城
北
中
央
公

園
（
競
技
場
）

板
橋
区
桜
川
一
丁
目
及
び
練
馬
区

氷
川
台
一
丁
目
各
地
内

東
京
都
立
光
が
丘
公
園

（
陸
上
競
技
場
）

練
馬
区
光
が
丘
四
丁
目
地
内

東
京
都
立
舎
人
公
園

（
陸
上
競
技
場
）

足
立
区
舎
人
公
園
地
内

東
京
都
立
水
元
公
園

（
駐
車
場
）

葛
飾
区
水
元
公
園
地
内

東
京
都
立
葛
西
臨
海
公

園
（
第
三
駐
車
場
）

江
戸
川
区
臨
海
町
六
丁
目
地
内

東
京
都
立
篠
崎
公
園

（
野
球
場
）

江
戸
川
区
上
篠
崎
一
丁
目
地
内

八
王
子
市
立
上
柚
木
公

園
（
陸
上
競
技
場
）

八
王
子
市
上
柚
木
二
丁
目
地
内

北
野
多
目
的
広
場
（
多

目
的
広
場
）

八
王
子
市
北
野
町
地
内

八
王
子
市
立
富
士
森
公

園
（
陸
上
競
技
場
）

八
王
子
市
台
町
二
丁
目
地
内

八
王
子
市
滝
ガ
原
運
動

場
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

八
王
子
市
高
月
町
地
内

東
京
都
立
武
蔵
野
中
央

武
蔵
野
市
八
幡
町
二
丁
目
地
内

公
園
（
原
っ
ぱ
広
場
）

青
梅
ス
タ
ジ
ア
ム
（
野

球
場
）

青
梅
市
今
井
五
丁
目
地
内

東
京
都
立
武
蔵
野
の
森

公
園
（
朝
日
サ
ッ
カ
ー

場
）

府
中
市
朝
日
町
三
丁
目
地
内

東
京
都
立
府
中
の
森
公

園
（
サ
ッ
カ
ー
場
）

府
中
市
浅
間
町
一
丁
目
地
内

東
京
都
立
神
代
植
物
公

園
（
芝
生
広
場
）

調
布
市
深
大
寺
元
町
五
丁
目
地
内

東
京
都
立
小
金
井
公
園

（
い
こ
い
の
広
場
）

小
金
井
市
関
野
町
二
丁
目
地
内

多
摩
川
グ
ラ
ウ
ン
ド

（
河
川
敷
）

日
野
市
万
願
寺
一
丁
目
地
先
内

東
京
都
立
東
村
山
中
央

公
園
（
中
央
広
場
）

東
村
山
市
富
士
見
町
五
丁
目
地
内

多
摩
川
緑
地
公
園
グ
ラ

ン
ド
（
野
球
場
）

狛
江
市
猪
方
四
丁
目
地
内

東
京
都
立
東
大
和
南
公

園
（
陸
上
競
技
場
）

東
大
和
市
桜
が
丘
三
丁
目
地
内

多
摩
市
立
陸
上
競
技
場

（
陸
上
競
技
場
）

多
摩
市
諏
訪
四
丁
目
地
内

東
京
都
立
秋
留
台
公
園

（
陸
上
競
技
場
）

あ
き
る
野
市
二
宮
地
内

中
央
清
掃
工
場

中
央
区
晴
海
五
丁
目
二
番
一
号

港
清
掃
工
場

港
区
港
南
五
丁
目
七
番
一
号

墨
田
清
掃
工
場

墨
田
区
東
墨
田
一
丁
目
十
番
二
十

三
号

有
明
清
掃
工
場

江
東
区
有
明
二
丁
目
三
番
十
号

新
江
東
清
掃
工
場

江
東
区
夢
の
島
三
丁
目
一
番
一
号

品
川
清
掃
工
場

品
川
区
八
潮
一
丁
目
四
番
一
号
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目
黒
清
掃
工
場

目
黒
区
三
田
二
丁
目
十
九
番
四
十

三
号

大
田
清
掃
工
場

大
田
区
京
浜
島
三
丁
目
六
番
一
号

多
摩
川
清
掃
工
場

大
田
区
下
丸
子
二
丁
目
三
十
三
番

一
号

世
田
谷
清
掃
工
場

世
田
谷
区
大
蔵
一
丁
目
一
番
一
号

千
歳
清
掃
工
場

世
田
谷
区
八
幡
山
二
丁
目
七
番
一

号

渋
谷
清
掃
工
場

渋
谷
区
東
一
丁
目
三
十
五
番
一
号

杉
並
清
掃
工
場

杉
並
区
高
井
戸
東
三
丁
目
七
番
六

号

豊
島
清
掃
工
場

豊
島
区
上
池
袋
二
丁
目
五
番
一
号

北
清
掃
工
場

北
区
志
茂
一
丁
目
二
番
三
十
六
号

板
橋
清
掃
工
場

板
橋
区
高
島
平
九
丁
目
四
十
八
番

一
号

練
馬
清
掃
工
場

練
馬
区
谷
原
六
丁
目
十
番
十
一
号

光
が
丘
清
掃
工
場

練
馬
区
光
が
丘
五
丁
目
三
番
一
号

足
立
清
掃
工
場

足
立
区
西
保
木
間
四
丁
目
七
番
一

号

葛
飾
清
掃
工
場

葛
飾
区
水
元
一
丁
目
二
十
番
一
号

江
戸
川
清
掃
工
場

江
戸
川
区
江
戸
川
二
丁
目
十
番
地

昭
島
市
環
境
部
清
掃
セ

ン
タ
ー

昭
島
市
田
中
町
四
丁
目
三
番
十
四

号

柳
泉
園
ク
リ
ー
ン
ポ
ー

ト
、
厚
生
施
設
野
球
場

及
び
学
童
野
球
場
並
び

に
柳
泉
園
組
合
緑
地
公

園

東
久
留
米
市
下
里
四
丁
目
三
番
十

号
外

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
環

境
組
合

多
摩
清
掃
工

場

多
摩
市
唐
木
田
二
丁
目
一
番
地
一

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

白
金
台
町
等
々
力

二

変
更
の
区
間

世
田
谷
区
玉
堤
二
丁
目
二
千
三
百
二
十
番
五
地

先
か
ら
同
所
二
千
二
百
六
十
七
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

街
並
み
再
生
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
十
五
年
東
京

都
条
例
第
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
街
並
み
再

生
地
区
（
以
下
「
地
区
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
の
で
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

地
区
の
名
称
、
位
置
、
区
域
及
び
面
積

池
袋
駅
東
口
地
区

豊
島
区
上
池
袋
二
丁
目
、
東
池
袋
一
丁
目
、
西
池
袋
一
丁
目
、

池
袋
一
丁
目
、
南
池
袋
一
丁
目
、
南
池
袋
二
丁
目
及
び
南
池
袋
三

丁
目
各
地
内
（
別
図
の
と
お
り
）

約
二
十
三
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

指
定
年
月
日

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


